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【参考様式】業務を行う体制の概要 薬局又は店舗の名称：

要指導医薬品販売時間
第1類医薬品販売時間

 新潟太郎 

新潟花子

長岡次郎 ２０時間/週

４０時間/週

４０時間/週

上越三郎 （登録販売者（研）） ４０時間/週時間/週

実務等従事期間要件を満たし

ていない登録販売者について

は登録販売者(研)等と記載し、

それ以外の登録販売者と区別

して記載してください。


